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○名寄市立大学の授業料等徴収条例施行規則  

令和２年３月 31日規則第 19号  

改正  

令和６年１月 22日規則第１号  

令和６年３月 29日規則第 23号  

令和６年９月 27日規則第 35号  

名寄市立大学の授業料等徴収条例施行規則  

名寄市立大学の授業料等徴収条例施行規則（平成 28年３月 18日規則第 14号）の全部を

改正する。  

（趣旨）  

第１条  この規則は、名寄市立大学の授業料等徴収条例（平成 18年名寄市条例第 84号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（公開講座講習料）  

第２条  公開講座講習料の額については、必要に応じて市長が別に定める。  

（授業料等の徴収）  

第３条  市長は、授業料、施設整備費、教育研究振興費及び実験実習活動費（以下「授

業料等」という。）を前期、後期の２期に分けて納付書により徴収するものとする。  

２  学年の途中に入学又は復学した学生に係る授業料等は、その日の属する期分から徴

収する。  

３  学年の途中に退学、休学又は除籍した学生に係る授業料等は、その日の属する期分

までを徴収する。ただし、各期ごとの全期間にわたり休学した場合はこれを徴収しな

い。  

（入学料等の減免及び徴収猶予）  

第４条  市長は、学生及び名寄市立大学学則（平成 18年名寄市規則第 100号）第 29条から

第 32条までの規定により入学許可を得ようとする者（以下「学生等」という。）が次

の各号のいずれかに該当する場合には、その学生等の入学料、授業料、施設整備費、

教育研究振興費及び実験実習活動費（以下「入学料等」という。）について減免又は

徴収を猶予することができる。  

(１ ) 学生等が大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）によ

る独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構」という。）の給付奨学金の対象者

として認定された場合  
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(２ ) 機構の給付奨学金の対象者として認定された学生等に準ずる場合  

(３ ) 学生等の扶養義務者が減免を受けようとする年度の前年度の１月１日現在にお

いて名寄市住民基本台帳に記録されており、かつ生活の本拠を名寄市に有する場合  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合  

（入学料等の減免の額）  

第５条  前条の規定により減免する入学料等の額は、別表第１による。  

（減免の申請）  

第６条  第４条第１号の規定により入学料等の減免を受けようとする者は、市長が指定

する日までに大学等における修学の支援に関する法律による入学料等減免の対象者の

認定に関する申請書（別記様式第１号。以下「認定申請書」という。）又は大学等に

おける修学の支援に関する法律による入学料等減免の対象者の認定の継続に関する申

請書（別記様式第２号。以下「認定継続申請書」という。）に次に掲げる書類を添え

市長に提出しなければならない。  

(１ ) 機構が交付する採用候補者決定通知の写し（予約採用候補者に限る。）  

(２ ) 別記第１から別記第４まで（該当する場合に限る。）  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

２  第４条第２号の規定により入学料等の減免を受けようとする者は、市長が指定する

日までに認定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(１ ) 別記第１から別記第４まで（該当する場合に限る。）  

(２ ) その他市長が必要と認める書類  

３  第４条第３号の規定により入学料等の減免を受けようとする者は、市長が指定する

日までに入学料等減免申請書（別記様式第３号）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。  

(１ ) 世帯状況調書（別記様式第４号）  

(２ ) その他市長が必要と認める書類  

（減免の決定等）  

第７条  市長は、前条の規定により申請があったときは、申請書を審査して入学料等の

減免の可否を決定し、大学等における修学の支援に関する法律による入学料等減免認

定結果通知書（別記様式第５号）又は大学等における修学の支援に関する法律による

入学料等減免不認定結果通知書（別記様式第６号）により通知するものとする。  

（授業料への充当）  

第７条の２  名寄市ふるさと応援寄附条例施行規則（平成 20年名寄市規則第 47号）第５



3/37 

条第３項の規定により、市長から名寄市ふるさと応援寄附名寄市立大学授業料クーポ

ン贈呈者一覧表の通知があった場合は、寄附者が指定した学生の授業料にクーポンを

充てるものとする。  

２  前項の規定により授業料にクーポンを充てた場合には、学生及び連帯保証人に対し

て、寄附者、クーポンで充てた金額及びクーポンを充てた後の残額を授業料通知書（別

記様式第７号）により通知するものとする。  

３  第１項の規定にかかわらず、クーポンの額が請求する授業料の額を上回る場合には、

請求する授業料の額を上限として充てるものとする。  

（入学料の還付）  

第８条  条例第６条ただし書の特別の事情があると認める者とは、次の各号に掲げるも

のとする。  

(１ ) 既に納付した入学料が減免に該当した者  

(２ ) その他市長が特に必要と認める者  

（対象者の学業成績の判定）  

第９条  市長は、毎年、学年ごとに、認定継続申請書の提出者（以下「認定継続申請者」

という。）の学業成績が別表第２に定める基準に該当するかの判定を行い、別表第３

の定めにより通知するものとする。  

（収入額及び資産額等の判定等）  

第 10条  市長は、毎年、認定継続申請者及びその生計維持者に係る直近の減免額算定基

準額及び資産の合計額がそれぞれ大学等における修学の支援に関する法律施行規則

（令和元年文部科学省令第６号。以下「省令」という。）第 10条第２項第３号イ及び

ロに定める額に該当するかどうかの判定並びに当該減免額算定基準額に応じた入学料

等減免の額の判定（以下「適格認定における収入額及び資産額等の判定」という。）

を行うものとする。  

２  前項の場合において、機構が適格認定における収入額及び資産額等の判定を行った

者については、市長が適格認定における収入額及び資産額等の判定を行った者とみな

す。  

３  市長は、認定継続申請者に対し、適格認定における収入額及び資産額等の判定の結

果を別表第３により通知するものとする。  

（認定の取消し等）  

第 11条  市長は、省令第 15条及び第 18条の各号のいずれかに該当するときは、別表第３

により通知するものとする。  
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（変更等）  

第 12条  入学料等減免対象者又は生計維持者に関する内容を変更しようとする者は、別

表第３により速やかに市長に提出しなければならない。  

（減免の取消し等）  

第 13条  機構の給付奨学金の支援が廃止又は停止となった場合は、名寄市立大学の入学

料等の減免についても、機構の例により廃止又は停止するものとする。  

２  入学料等の減免を受けた者の申請の理由に虚偽の事実が判明したときは、減免を取

り消すものとする。  

３  前項の規定による取消しをされた者は、納付すべき授業料等を一括して市長が定め

る日までに納入しなければならない。この場合において、既にその一部を納入してい

るときは、その残額を納入しなければならない。  

（委任）  

第 14条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する認定申請書、認定継

続申請書、入学料等減免認定結果通知書から適用し、この規則の施行の日前の名寄市

立大学の授業料等徴収条例施行規則による経済的理由により、授業料等の納付が困難

な場合の授業料等減免申請については、なお従前の例による。ただし、その期限は、

施行の日から令和５年３月 31日までとする。  

附  則（令和６年１月 22日規則第１号）  

この規則は、令和６年３月１日から施行する。  

附  則（令和６年３月 29日規則第 23号）  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

附  則（令和６年９月 27日規則第 35号）  

この規則は、令和６年 10月４日から施行する。ただし、第１条の規定は、令和６年４

月１日から令和６年 10月３日までの期間において適用する。  

別表第１（第５条関係）  

区分  基準額  減免額  
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第４条第１

号及び第２

号  

第Ⅰ区分  備考１計算式による基準額が 100円未

満（市町村民税所得割が非課税となる者を含む） 

入学料等の免除  

第Ⅱ区分  備考１計算式による基準額が 100円以

上 25,600円未満の場合  

入学料等の２／３減

額  

第Ⅲ区分  備考１計算式による基準額が 25,600

円以上 51,300円未満の場合  

入学料等の１／３減

額  

第Ⅳ区分  備考１計算式による基準額が 51,300

円以上 154,500円未満の場合  

入学料等の１／４減

額  

第４条第３

号  

 施設整備費の免除  

備考  

１  第４条第１号及び第２号の計算式は、以下のとおりとし、学生等及びその生計維

持者の合計額が、基準額に該当すること。  

（算式）市民税の所得割の課税標準額×６％－（調整控除の額＋税額調整額）  

※調整控除とは、大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第

49号）第２条第２項第２号に規定する控除のことをいう。  

２  税額控除により市町村民税所得割が非課税となる場合は、必ずしも第Ⅰ区分に該

当しない場合がある。  

３  減免額に定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額

とする。  

別表第２（第９条関係）  

適格認定における学業成績の基準  

区

分  
学業成績の基準  

廃

止  

次の１～４のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを

得ない事由があると認められないとき  

１  修業年限で卒業又は終了できないことが確定したこと。  

２  修得した単位数の合計数が標準単位数の５割以下であること。  

３  履修科目の授業への出席率が５割以下であることその他の学修意欲が著し

く低い状況にあると認められること。  

４  「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。  
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警

告  

次の１～３のいずれかに該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを

得ない事由があると認められないとき  

１  修得した単位数の合計数が標準単位数の６割以下であること。（廃止の区分

に該当するものを除く。）  

２  ＧＰＡ等が学部等における下位４分の１の範囲に属すること（次のア、イに

該当する場合を除く）  

ア  本学における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連

する資格等に十分に合格できる水準にある場合  

イ  社会的養護を必要とする者で、本学における学修に対する意欲や態度が優

れていると認められる場合  

３  履修科目の授業への出席率が８割以下であることその他の学修意欲が低い

状況にあると認められること。（前項第３号に掲げる基準に該当するものを除

く。）  

備

考  

１  標準単位数は、次の算式により算定（端数が生じた場合には切り上げる。）

する単位数、又は履修科目として登録できる単位数の上限として大学等が定め

る単位数（大学設置基準（昭和 31年文部省令第 28号）第 27条の２第１項）のい

ずれか少ない数とする。  

２  「学部等」とは、学部、学科又はこれらに準ずるものであって、学生等の学

業成績をＧＰＡ等を用いて相対的に比較することが公平かつ適正であると本

学が認める組織等をいう。  

３  学修意欲の状況については、履修科目の授業への出席率、授業時間外の学修

の状況、授業において作成を求められる論文、報告書等の提出状況等を勘案し

て判定する。  

計算式  

卒業又は修了の要件として本学が定める単位数  ／  修行年限※１  × 対象

者の在学年数※２  

※１  長期履修（大学設置基準第 30条の２）が認められた学生等については、そ

の認められた履修期間  

※２  対象者の在学期間に休学期間が含まれる場合には、その休学期間を控除す

る。また、休学期間が１年未満である場合には、その月数を 12で除した数を

控除する。  
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別表第３（第９条・第 10条・第 11条・第 12条関係）  

事項  様式  関係条項  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の適格認定における

学業成績の結果通知（警告）  

別記様式第８号  省令第 15条  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の適格認定における

学業成績の判定結果通知  

別記様式第９号  省令第 12条  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の適格認定における

収入額・資産額の判定結果通知  

別記様式第 10号  省令第 13条  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の認定取消通知書  

別記様式第 11号  省令第 15条  

大学等における就学の支援に関する法律

による入学料等減免の支援停止申請書  

別記様式第 12号  省令第 18条  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免対象者としての認定

の効力の停止に関する通知  

別記様式第 13号  省令第 18条  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の停止の解除（支援の

再開）申請書  

別記様式第 14号  省令第 18条  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の対象者の国籍・在留

資格等の変更届  

別記様式第 15号  省令第 14条の２  

大学等における修学の支援に関する法律

による入学料等減免の生計維持者の変更

届  

別記様式第 16号  省令第 14条の２  
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別記様式第１号（第６条関係）  
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別記様式第２号（第６条関係）  
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別記様式第３号（第６条関係）  
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別記様式第４号（第６条関係）  
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別記様式第５号（第７条関係）  
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別記様式第６号（第７条関係）  
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別記様式第７号（第７条の２関係）  
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別記様式第８号（第９条関係）  
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別記様式第９号（第９条関係）  
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別記様式第 10号（第 10条関係）  
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別記様式第 11号（第 11条関係）  
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別記様式第 12号（第 11条関係）  
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別記様式第 13号（第 11条関係）  
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別記様式第 14号（第 11条関係）  
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別記様式第 15号（第 12条関係）  
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別記様式第 16号（第 12条関係）  

 


